
担い手アクションサポート事業のうち

－新たな人材の育成・確保活動－（継続）

【平成20年度概算決定額：2,250,000(3,500,000)千円の内数】

メニューのポイント

地域が行う就農希望者に対する就農相談、認定農業者や起業を志

向する女性、担い手支援を行う高齢者に対する研修や情報提供を

支援します。

(現状)

・ フリーターは2006年には187万人となっています。政府では2010年までにピーク

時（2003年：217万人）の８割に減らす目標を設定しています。

・ 2007年から大量の団塊世代（680万人）が定年退職を迎えていますが、大半の方

が定年後も働く意欲を持っています。

。・ 農業就業人口の過半は女性ですが、女性認定農業者の割合は2.4%(2006年)に過ぎません

・ 農業就業人口の58％（2006年）が65歳以上であり高齢化が進展しています。

政策目標
【担い手の育成・確保】

＜平成１８年＞ ＜農業の構造の展望（平成２７年）＞

認定農業者 約２３万 → 効率的かつ安定的な家族農業経営 ３３万～３７万

集落営農 約１万２千→ 効率的かつ安定的な集落営農経営 ２万～ ４万

＜内容＞

１ 新規就農者育成・確保支援

認定農業者や集落営農・農業法人の中核的構成員となり得る新たな就農者の参入

を促すため、地域が行う企業等に出向く就農相談、農業法人への紹介予定派遣等を

支援します。

２ 女性の担い手育成・確保支援

女性認定農業者や集落営農における加工・販売等の起業部門を担う女性の育成等

に向けて、地域が行う経営管理や技術等の研修、普及啓発活動、情報提供等を支援

します。

３ 高齢者による担い手育成・確保支援

担い手支援や集落営農参画等、高齢者による活動を促進するため、地域が行うシ

ンポジウム等の普及啓発活動、加工技術等研修を支援します。

【補助率：定額】

担い手育成総合支援協議会(都道府県・地域)＜事業実施主体＞

平成19年度から平成21年度＜事業実施期間＞
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